
○８番（河内優子）（登壇） 皆様

こんにちは。 

 公明党議員団の河内優子でござい

ます。 

 古川市長、市長御就任おめでとう

ございます。新しい新居浜市に向け

て、力強いかじ取りに大きな期待を

しています。 

 それでは、通告に従い質問させて

いただきます。 

 初めに、子育て支援について質問

させていただきます。 

 古川市長におかれましては、四国

で一番の子育て支援を訴えてこられ

ました。今議会においても、同様の

質問がございましたが、改めて四国

で一番の子育て支援に向けて、お考

えや決意をお聞かせください。 

 次に、具体的な項目についてお伺

いします。 

 まず、子ども・子育て支援事業計

画についてです。 

 昨年４月にこども家庭庁が発足

し、今後中心となって推進していく

少子化対策の方向性を示したこども

未来戦略に基づき、2024年から３年

間で集中的に取り組む加速化プラン

が決定しました。これは、公明党の

子育て応援トータルプランがベース

になっています。また、令和５年４

月に施行されたこども基本法におい

て、国が定めるこども大綱及び都道

府県こども計画を勘案して、市町村

こども計画を定めることが努力義務

とされました。こども大綱が、少子

化社会対策大綱、子供・若者育成支

援推進大綱及び子供の貧困対策の推

進に関する大綱を一元化したものと

なりました。そのため、こども計画

につきましても、子供施策に関する

事項を一体として策定する必要があ

ると考えます。 

 新居浜市では、現在、第３期子ど

も・子育て支援事業計画策定に当た

り、就学前及び小学生のお子さんが

いる世帯の方を対象に、子ども・子

育て支援に関するニーズ調査を実施

されていました。この調査により、

どのようなニーズがあり、新居浜市

の子育て施策の強みと弱み、その対

策についてお伺いいたします。 

 また、計画を策定するに当たり、

目指す方向性についてもお考えをお

伺いいたします。 

 次に、命名書の発行についてお伺

いします。 

 お子様の誕生は、御家族にとって

最大の幸せであり、かけがえのない

記念日となります。この記念すべき

お子様の誕生を祝福する方法の一つ

として、命名書を発行している自治

体がございます。命名書とは、Ａ４

ほどの大きさの用紙に、赤ちゃんの

名前と生年月日を記載した用紙のこ

とです。出生届を自治体に提出する

ときに、希望すれば交付されるよう

です。出生届を受理する新居浜市に

とっても、未来を担っていただける

新市民の誕生は、大変うれしいこと

です。お子様の誕生を一緒にお祝い

することにつながり、出生の思い出

となると思います。祝福の思いを形

として、新居浜市オリジナルの命名

書発行についてお考えをお伺いいた

します。 

 次に、出産・子育て応援給付金に



ついてお伺いします。 

 子育て応援給付金は、2023年１月

からスタートし、子育て家庭から大

きな喜びの声が届いております。事

業開始までの限られた時間での準備

のため、物価高騰への影響も考慮

し、迅速性を優先し、新居浜市を含

め、多くの自治体が現金給付として

います。現金給付は、子育て家庭の

ニーズに合った支援となっていると

考えられますが、厚生労働省は、現

金給付はオプションとして排除され

ないが、いずれはクーポン、広域連

携など、効率的な給付方法について

検討いただきたいと示されていまし

た。この事業は、必要な出産育児関

連用品を手にしやすいだけでなく、

支援サービスの利用にもつなげるこ

とが大きな目的です。新居浜市で

様々なサービスが享受できるような

仕組みづくりが必要と考えます。他

市では、出産・子育て応援カタログ

ギフトや地域通貨などの給付方法に

して市内経済に好影響を与えている

とお聞きしました。出産・子育て応

援給付金事業の意義を踏まえ、現金

給付から新居浜市の地域通貨である

あかがねポイントに活用すること

で、市内経済の活性化の効果が期待

できます。 

 そこで、提案ですが、この給付金

をあかがねポイントと現金給付が選

択できるようにしてみてはいかがで

しょうか。そして、新居浜市で様々

なサービスが享受できるよう、さら

なる仕組みが必要と考えますが、取

組についてお伺いいたします。 

 また、出産・子育て応援給付金の

名称についても、市町村の創意工夫

により、親しみの持てる名称の検討

を促しています。新居浜市にとっ

て、愛着を持ってもらえる名称への

検討をどのようにお考えでしょう

か、お伺いいたします。 

 次に、誰でも通園制度についてお

伺いします。 

 全ての子供、子育て世帯を対象と

する支援の拡充で、切れ目なく全て

の子育て世帯を支援するために、こ

ども誰でも通園制度の創設がござい

ます。ゼロ歳児から２歳児の約６割

を占める未就園児を含み、子育て家

庭の多くが、孤立した育児の中で不

安や悩みを抱えています。保育所

は、共働き家庭であることが入所要

件となっており、原則専業主婦家庭

は利用できません。しかし、育児で

夫や親族の協力が得られずに、母親

が孤立してしまう孤育てが深刻な社

会問題となっています。母親の鬱病

発症や子供への虐待につながる場合

もございます。 

 そこで、全ての子供の育ちを応援

し、良質な生育環境を整備するとと

もに、全ての子育て家庭に対して、

就労要件を問わず、柔軟に保育所を

利用できるこども誰でも通園制度が

創設されます。2025年度に子ども・

子育て支援法に基づく地域子ども・

子育て支援事業として制度化し、実

施自治体の増加を図り、2026年度か

ら全国の自治体において実施できる

よう、進めていく予定です。 

 そこで、本市としてこども誰でも

通園制度に今後どのように取り組ま

れていくのか、お伺いします。 



 また、課題と対策についてもお伺

いいたします。 

 次に、ギャンブル依存症と児童手

当についてお伺いします。 

 児童手当は、本年10月分から所得

制限が撤廃され、支給額の大幅な増

加、支給対象を高校生年代までに拡

大されるなど、制度改正が実施され

ています。子育て世代にとっては、

大変ありがたい制度になりました。

しかし、その児童手当について、市

民の方から、夫がギャンブルにのめ

り込み、児童手当もギャンブルにつ

ぎ込んでしまい、大変困っている。

病院に行くよう話をするが、本人に

自覚がないため、話合いにならな

い。増額になることはうれしいが、

子供のために使うことができないと

お困りの声を聞かせていただきまし

た。児童手当の受け取り口座は、基

本的に世帯主になります。しかし、

その世帯主が、ギャンブル依存症な

ど何らかの要因により児童手当が本

来の目的である子供のために使われ

ず、ギャンブルや借金の返済などの

別の用途に使われるという問題が発

生しています。国では、2019年４月

に、国のギャンブル等依存症対策推

進基本計画が策定されました。基本

法では、都道府県に対して、地域の

実情に即したギャンブル等依存症対

策の推進に関する計画を策定するよ

う努めなければならないとされてい

ます。市町村においては、計画策定

の努力義務は求められていません

が、幾つかの取組は講じなければな

らないとされております。児童手当

の受給に関しては、昨年５月にこど

も家庭庁から、受給者が自らの収入

や児童手当を専らギャンブル等の児

童の生計とは無関係なものに充て、

家計や児童養育について省みないよ

うな場合には、児童手当Ｑ＆Ａ集で

示した取扱いを参考にすることとの

事務連絡がありました。そして、こ

の事務連絡等を受けて、他市では、

ギャンブル依存症の夫が、児童手当

を使い込んでしまう場合、実質的に

養育している保護者等に受給者を変

更できる方針を明確にし、市のホー

ムページで公表しています。その

後、幾つかの自治体でも、市ホーム

ページでこの10月の制度改正によっ

て新たに作成されるパンフレットに

も記載して周知していく方針が出さ

れて、既に実施している自治体もあ

ります。 

 そこで、１点目に、新居浜市にお

いて、このような取組が必要と考え

ますが、今後の対策についてお伺い

いたします。 

 ギャンブル依存症は、本人に自覚

がないため、医療機関につなぐこと

ができず、御家族の苦労は積もるば

かりです。スマホを使えば、24時間

いつでも簡単にオンラインギャンブ

ルを興じることができ、ギャンブル

利用者の低年齢化も懸念されます。 

 ２点目に、新居浜市は、ギャンブ

ル依存症に関してどのように対応さ

れていますか、お伺いいたします。 

 社会人になって、職場の上司、先

輩、同僚に誘われたことが、ギャン

ブルを始めたきっかけになったとの

お話を伺ったこともあります。 

 ３点目に、ギャンブル依存症に対



する社会の健全化、普及啓発を推進

する上で、企業内でのセミナーや成

人式でのギャンブル依存に対するパ

ンフレットの配布、小中高生に向け

てさらなる予防教育の充実が必要と

考えますが、新居浜市のお考えをお

伺いいたします。 

 次に、防災・減災対策についてお

伺いいたします。 

 今年元日の能登半島地震に続き、

９月20日からの記録的豪雨が、復興

半ばの能登半島を襲い、複合災害で

被害が拡大しました。亡くなられた

皆様に心より哀悼の意を表し、被災

された皆様にお見舞いを申し上げま

す。 

 能登半島地震では、多くの集落が

孤立し、ライフラインが寸断され、

住民の方は水や電気がなく、携帯電

話もつながらない不安な日々を過ご

したと新聞報道にて掲載されていま

した。 

 この教訓を生かして、孤立集落の

リスクを減らすため、孤立のおそれ

がある集落の事前把握と備蓄の必要

性が指摘されています。能登半島の

各集落は、海や崖に囲まれて、孤立

しやすい地形でありました。 

 そこで、新居浜市において、大き

な災害が発生した場合、孤立するリ

スクのある集落は、何か所と想定さ

れていますか。 

 また、孤立集落に対してどのよう

に対応されるのか、本市の御所見を

お伺いいたします。 

 輪島市では、孤立状態の集落に物

資を届けるドローンの試験飛行が行

われ、災害時のドローンの活用につ

いて調査したようです。 

 新居浜市の災害時のドローン活用

や計画についてのお考えをお伺いい

たします。 

 次に、感震ブレーカーについてお

伺いします。 

 輪島市で発生した火災は、朝市通

り南側の店舗付近が火元とされ、断

水の影響で消火が難航し、約240棟

が被害を受けました。総務省消防庁

の調査では、この火災の原因とし

て、地震後の停電復旧時に発生した

通電火災の可能性が指摘されていま

す。輪島市大規模火災を踏まえた消

防火災対策のあり方に関する検討会

報告書では、今後の対応策の中に、

地元消防本部等の体制強化につい

て、震災時の木造密集地域の活動や

津波時の浸水想定地域での活動を勘

案した計画書の策定が上げられてい

ます。 

 新居浜市では、木造密集市街地や

津波想定区域の火災延焼危険性が高

い地域は何か所と想定されています

か。 

 また、どのような計画策定が進め

られているのか、お伺いいたしま

す。 

 この報告書では、消防庁次長通知

にて、地震時の電気火災リスクを低

減するため、感震ブレーカーの普及

を積極的に推進することが記載され

ています。この取組の実効性を高め

るために、木造密集市街地や津波浸

水想定区域の火災延焼危険性が高い

地域にて、感震ブレーカーの普及に

向けた計画や普及率の目標値、設置

の支援について通知がございまし



た。 

 新居浜市は、大規模災害時、地震

火災死亡リスクは、愛媛県下の20市

町で第１位というデータもございま

す。今年８月に日向灘を震源とする

地震により、南海トラフ地震臨時情

報が発表されたことは強く記憶に残

っております。このことから、地震

による通電火災の危険性も、これま

でより高まっていると思います。新

居浜市は、防災センターに感震ブレ

ーカーを常時展示されており、普及

啓発に取り組んでいただいておりま

すが、まだまだ市民の皆様には、周

知普及されていないと思います。 

 そこで、感震ブレーカーの普及に

向けた計画や普及率の目標値、設置

支援について本市の取組を含め御所

見をお伺いいたします。 

 厳しい財政状況ではございます

が、市民の皆様の命を守るため、高

齢者世帯の方や低所得者の世帯に向

けて、感震ブレーカー購入の一部補

助についてお考えをお伺いいたしま

す。 

 次に、災害時協力井戸登録制度に

ついてお伺いいたします。 

 国土交通省では、災害発生時の井

戸活用を促進するため、整備に関す

る留意点や先進事例を盛り込んだ自

治体向けの指針を年度内に策定する

予定があると伺っています。能登半

島地震では、水源確保の代替手段と

して、井戸が有効に活用されてお

り、防災力向上の一環として、普及

を目指しているようです。指針に

は、設置場所の選定方法や整備手

法、利用時のルール、既存の井戸を

活用する際の水質検査や所有者との

事前調整等を盛り込むようです。具

体的に井戸を活用している自治体の

中に宇和島市があります。宇和島市

では、個人や事業者が所有する井戸

を災害応急用井戸として登録し、近

隣の方に生活用水が提供できるよう

取組が進んでいます。現在631件の

井戸が登録されて、市のホームペー

ジに掲載されております。また、災

害時に井戸の提供者とその井戸を利

用する人々が気持ちよく利用できる

よう、災害応急用井戸の手引やルー

ルを作成しております。災害応急用

井戸の家が分かるよう、提供者のお

宅には災害応急用井戸の家というシ

ールが貼られており、自治会長に

は、自治会内の災害応急用井戸の地

図が配られているようです。 

 そこで、災害時協力井戸登録制度

に関する新居浜市のお考えをお伺い

いたします。 

 次に、災害ケースマネジメントに

ついてお伺いいたします。 

 国は、被災者一人一人に寄り添

い、個別の状況に応じて支援をする

災害ケースマネジメントを実施する

方針を示しています。住宅被害を受

けた方には、被災者生活再建支援制

度や事業の再生であれば資金繰り支

援があります。しかしながら、複合

的な困難を抱える方や医療や介護等

が必要な方には、これらの支援だけ

では生活再建にはつながらないケー

スもございます。災害ケースマネジ

メントとは、それぞれの被災者に寄

り添い、様々な制度を組み合わせた

オーダーメード型の支援となりま



す。東日本大震災の際、仙台市が取

組を始めました。被災者世帯一件一

件聞き取り調査を実施し、データベ

ースを構築し、生活再建を進めた結

果、他の自治体の仮設住宅を撤去す

る期間が約８年かかったところ、仙

台市では５年で全世帯の撤去ができ

たなどの効果があったようです。 

 石川県は、１月19日から同意を

得て県の公式ＬＩＮＥに登録する

と、災害ケースマネジメントにまで

つながる仕組みを構築とホームペー

ジに掲載されていました。 

 そこで、国が掲げる災害ケースマ

ネジメントについて、新居浜市では

どのように取り組まれるのか、お伺

いいたします。 

 災害ケースマネジメントの考え方

に基づく取組について、平時からの

関係機関との連携体制構築に取り組

む必要があると思いますが、今後の

お考えをお伺いいたします。 

 次に、停電時の対応についてお伺

いいたします。 

 11月９日20時20分頃、四国の広い

範囲で最大36万戸を超える大規模な

停電が発生したニュースは、記憶に

新しいところでございます。また、

今年８月25日、新居浜市と四国中央

市では、局所的に激しい豪雨によ

り、最大で約4,800戸が停電しまし

た。午後５時あたりから約180戸で

停電が起こり、早期に停電が解消さ

れたところはありましたが、長い時

間停電したところでは、翌朝午前中

まで停電が続いたそうです。停電の

ため、水道やエアコンが止まり、こ

の夏の猛暑の折、御自宅が蒸し風呂

状態になり、熱中症の危険がある

中、ろうそくの明かりを頼りに一夜

を過ごした方や冷蔵庫の食材が全部

駄目になり廃棄する方等、停電時の

対応を考える機会となりました。停

電が起きた際には、高齢者の方よ

り、この停電は新居浜市全域なの

か、いつ復旧するのかと心配する電

話をいただきました。停電により混

乱し、不安が高まる可能性が高く、

正しい情報発信が必要と思います。 

 四国電力送配電株式会社では、四

国の停電に関する情報発信をＬＩＮ

Ｅアプリにて発信しています。停電

が発生した、復旧した、地域登録等

を行えば、アプリから情報が発信さ

れます。今治市では、停電情報プッ

シュ型配信サービスとして、防災危

機管理課のホームページに四国電力

送配電株式会社の公式ＬＩＮＥアカ

ウントが掲載されています。このよ

うな情報発信は、市民の方に大変有

益な情報であり、不安を軽減するも

のと考えます。 

 新居浜市もこのような情報発信の

必要があると考えますが、お考えを

お伺いいたします。 

 次に、落雷対策についてお伺いし

ます。 

 近年は、地球温暖化の影響を受

け、ゲリラ豪雨の増加とともに雷被

害も増加しています。雷の増加は、

日本の平均気温の上昇が大きく影響

し、気温が上昇すると、発達した積

乱雲が生じやすくなるため、落雷が

増えるようです。 

 今年４月、宮崎市サッカーグラウ

ンドに雷が落ち、遠征中だった熊本



県立鹿本高校の部員18人が病院に搬

送され、１人が意識不明の重体とな

った事故が起こりました。被害に遭

われた生徒の方々、学校関係者、御

家族の皆様に心よりお見舞い申し上

げます。 

 落雷事故を受け、熊本県では、学

識経験者や医師、学校での事故対応

の専門家など、外部の有識者でつく

る調査委員会を設置し、落雷事故の

原因を調査し、再発防止に努めるよ

うです。子供たちの命に関わる可能

性が高い重大な事故として対策を講

じる必要があると思います。 

 そこで、公立小中学校の屋外での

教育活動に、落雷事故防止に対して

どのように対応されているのか、お

伺いいたします。 

 気象庁では、雷ナウキャスト等の

アプリによって情報を発信していま

す。この雷ナウキャストを部活動主

催者及び関係者が情報共有し、雷を

含めて安全対策を徹底して取り組ん

でいく必要があると考えます。この

アプリの活用についてお考えをお伺

いいたします。 

 次に、教育行政についてお伺いい

たします。 

 新居浜市では、教職員、不登校等

対策教員の方、ハートなんでも相談

員やスクールカウンセラーを配置

し、児童生徒の皆さんの心に寄り添

った手厚い支援を行っていただいて

おります。また、スクールソーシャ

ルワーカー６名の配置には、高い評

価をいただいていると認識していま

す。不登校児童生徒数は増加し、令

和５年には347人と平成30年から比

較すると２倍に増加しております。

特に、低学年児童の増加が懸念され

るところです。共働き世帯が増加す

る中、低学年の児童は、教育支援セ

ンターへ自力で通うことが不可能で

す。保護者の送迎が必要となる点か

ら、学校や地域での受皿を充実させ

ることが必要と考えます。コミュニ

ティ・スクールの機能を生かして、

公民館等に不登校傾向の子供たちを

受け入れる部屋と人員を確保するこ

とで、教員や地域の方の声かけが期

待でき、不登校児童生徒も幅広い年

齢の方との触れ合いを通して自己が

確立できるのではないかと考えま

す。地域の方が、空いている時間を

利用して、地域の子供たちをみんな

で育てる意識が醸成されると思いま

す。 

 そこで、公民館等を活用した不登

校児童生徒の居場所づくりについて

お考えをお伺いいたします。 

 次に、不登校の予防策として、睡

眠教育の導入についてお伺いしま

す。 

 スマホやゲーム、学習塾などで就

寝時間が遅くなり、原因不明の体調

不良や無気力による不登校になる生

徒が多いようです。熊本大学の三池

名誉教授は、不登校の多い学校と少

ない学校の違いは、睡眠時間の差が

考えられると分析し、睡眠不足が続

くと体内時間が乱れ、自律神経や脳

機能の低下、無気力などが生じる。

その結果、本来の力を発揮できず、

自信喪失や人間関係の悪化など、睡

眠不足が不登校に陥る原因を招くこ

とを学び、生活を見直す睡眠教育を



推進することを推奨しております。

他市では、睡眠の重要性を学ぶ授業

や面談などを通して子供の生活習慣

の改善を図る睡眠教育を実施し、不

登校の改善が図られたようです。教

育と医療の連携、教医連携を軸とし

て、幼稚園等では眠育絵本の読み聞

かせ、小中学校では睡眠朝食調査や

みんいく授業、みんいく面談などを

実施しているようです。 

 そこで、新居浜市の睡眠教育の取

組状況と睡眠教育の導入についてお

考えをお伺いいたします。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。古川市長。 

○市長（古川拓哉）（登壇） 河内

議員さんの御質問にお答えいたしま

す。 

 子育て支援についてのうち、四国

で一番の子育て支援についてでござ

います。 

 四国で一番とは、新居浜に暮らす

市民が、実感として自分たちの町に

優しさがあり、たくさんのぬくもり

を感じられること、それが四国で一

番だと言えることだと考えます。 

 子育て支援とは、子供や子供を現

在育てている方たちだけが恩恵を享

受することではなく、時代のニーズ

に合った利用しやすい施設を考えて

いくこと、道路などのインフラを整

えること、町全体に活気がみなぎる

ようなまちづくりをすること、これ

らはいずれも子供が真ん中の社会を

つくるために必要であると同時に、

どの世代の人たちにとっても大切な

取組です。 

 また、オンライン窓口やスマート

フォンなどのデジタルツールの活用

などにより、実現できるものもある

のではないかと考えております。 

 今後におきましては、愛媛県の人

口減少対策交付金をはじめとする子

育て関連の補助金などを積極的に活

用し、笑顔あふれる人に優しいまち

づくりに取り組んでまいります。 

 次に、誰でも通園制度についてで

ございます。 

 子育て世帯のライフスタイルや働

き方が多様化する中、未就園児のい

る家庭が抱える様々な悩みやニーズ

に対応していくため、本市におきま

しても、令和８年度からの制度の本

格実施を見据え、試行的事業の実施

を含めた制度の導入を検討してまい

りたいと考えております。 

 次に、課題と対策についてでござ

います。 

 本制度の導入に向けましては、需

要見込みに応じた受皿の確保、特に

保育士をいかに確保していくのかが

課題であると考えております。ま

た、他の類似サービスとのすみ分け

についても検討する必要がございま

すことから、関係機関との調整や事

業所等の理解を得ながら、ソフト

面、ハード面双方の必要量を確保す

るなど、事業所、利用者、本市が混

乱なく円滑に運用できるよう、本格

導入に向けた体制整備に努めてまい

ります。 

 次に、防災・減災対策についての

うち、孤立集落についてでございま

す。 

 愛媛県が平成25年に公表した愛媛

県地震被害想定調査では、本市の孤



立集落は４か所想定されており、孤

立集落の住民に対しましては、自衛

隊や消防などのヘリコプターを活用

して救援物資の搬送や救助活動など

を行うこととしております。 

 次に、災害時のドローン活用や計

画についてでございます。 

 本市では、消防本部に２機、消防

団に１機のドローンを配備している

ほか、株式会社セキド及び株式会社

サイゼン愛媛支社の２社とドローン

に関する協定を締結しており、災害

時の孤立集落に対し、救援物資等の

運搬や上空からの静止画、動画の撮

影について御協力いただくこととな

っております。 

 孤立集落が発生した際には、移動

や流通が困難になるほか、断水や停

電、長期化による精神的な負担など

への様々な対応が求められますこと

から、平時より関係機関と連携強化

を図るとともに、孤立集落を想定し

た実効性のある訓練等を行ってまい

ります。 

 次に、災害ケースマネジメントに

ついてでございます。 

 大規模災害発生後、誰も取り残す

ことなく、早期に被害者の生活再建

を図るためには、災害ケースマネジ

メントの実施が非常に重要であると

考えております。 

 災害ケースマネジメントについて

の本市独自の明確な取組はございま

せんが、本年、災害対策本部の各対

策班の地震対応についての活動内容

を再確認し、改めて職員間で情報共

有を図ったところでございます。 

 また、愛媛県では、災害発生時の

要配慮者の災害関連死を防ぎ、生活

再建を支援することを目的として、

平成30年度から愛媛県災害時要配慮

者支援チームを派遣する体制を整え

ております。 

 今後におきましては、応急住宅の

提供、融資や職業のあっせん等生活

の早期再建に向けた官民挙げての取

組ができるよう、庁内部局の連携を

再確認するとともに、民間組織や団

体との協定締結など、広範囲にわた

る連携体制を構築し、被災者一人一

人に寄り添い、切れ目のない支援が

できるよう進めてまいります。 

 以上、申し上げましたが、他の点

につきましては関係理事者からお答

えさせていただきます。 

○議長（小野辰夫） 高橋教育長。 

○教育長（高橋良光）（登壇） 河

内議員さんの御質問にお答えいたし

ます。 

 落雷対策についてでございます。 

 まず、小中学校の屋外における教

育活動中の落雷事故防止の対応につ

いてでございます。 

 屋外での教育活動中に黒い雲が近

づいてきたり、雷の音が聞こえたり

した場合などは、速やかに屋外活動

を中止し、児童生徒を屋内へ避難さ

せるほか、樹木等から離れるなどの

対応を取っております。 

 次に、雷ナウキャストの活用につ

いてでございます。 

 気象庁の情報発信アプリ雷ナウキ

ャストは、雷の激しさや雷が発生す

る可能性を１キロメートル格子単位

で解析し、１時間後までを予測でき

る有効なアプリであると認識してお



ります。 

 現在、部活動を行う際は、様々な

自然現象から生徒を守るために、熱

中症対策として暑さ指数ＷＢＧＴを

計測するセンサーや雷チェッカーな

どを活用しておりますが、雷ナウキ

ャストも含め、各種サイトからも適

切な気象情報の収集に努め、生徒を

自然災害から守り、部活動の安全対

策に取り組むよう、主催者及び指導

者に徹底を図ってまいります。 

 次に、教育行政についてお答えい

たします。 

 まず、不登校支援についてでござ

います。 

 本市では、市内全ての小中学校が

コミュニティ・スクールを導入して

おり、学校と家庭と地域が一体とな

り、学校や地域を取り巻く課題解決

のため、それぞれの校区において特

色のある取組を行っております。 

 公民館等を活用した不登校児童生

徒の居場所づくりにつきましては、

不登校の子供たちも利用できるよ

う、公民館の一室を平日と土曜日の

昼間に開放している校区もあり、子

供たちが安心して自分の時間を過ご

し、リフレッシュできる場所となっ

ております。 

 また、不登校対策として、スクノ

マの会では、学習に不安のある児童

生徒への学習支援や体験活動を通じ

て、児童生徒の自立をサポートいた

だいております。 

 今後におきましても、市内全校区

の学校運営協議会関係者で組織し、

年２回開催するコミュニティ・スク

ール推進協議会において、各校区の

特色ある取組の情報共有を図り、あ

すなろ教室とも連携しながら、不登

校対策や子供の居場所づくりに関す

る取組が各校区へと広がっていくよ

う、働きかけてまいります。 

 次に、睡眠教育についてでござい

ます。 

 睡眠教育に関する本市の取組とい

たしましては、庁内関係課が連携し

て設置いたしております健康づくり

推進本部の活動の中で、睡眠不足

は、日中の眠気や疲労に加え、心身

の不調や学業の低下等多岐にわたり

影響を及ぼすことを念頭に、睡眠習

慣の改善指導に取り組んでおりま

す。 

 去る11月15日には、愛媛大学大学

院医学系研究科の河邉准教授を迎

え、子供の眠りとデジタルメディア

の関係と題し、眠育を含めたゲー

ム・スマホ世代の子供との向き合い

方について講演をいただいたところ

です。 

 小中学生にとって、睡眠は心身の

健康のために大変重要であり、睡眠

時間の確保や生活リズムを整えるこ

とは、集中力の維持や情緒の安定、

また不登校の未然防止にもつながる

と考えられます。 

 学校では、健康教育の中で眠育に

積極的に取り組んでおりますが、家

庭での教育、指導が非常に大きな役

割を果たしますことから、今後にお

きましても、保護者の方に対して啓

発を行うことで、子供たちの健康教

育としての眠育を進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（小野辰夫） 久枝福祉部



長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

子育て支援についてのうち、ギャン

ブル依存症と児童手当についてお答

えいたします。 

 まず、本市のギャンブル依存症に

関する対応についてでございます。 

 本市では、ギャンブル等の依存症

も含め、心の悩みや不安を抱えてい

る人を対象に、保健師や専門家によ

る健康や心の相談を実施し、必要に

応じて医療機関を紹介するなどの支

援を行っております。特に、依存症

や多重債務、貧困、虐待、自殺、犯

罪等の問題がある場合は、より専門

的な支援を要するため、愛媛県心と

体の健康センターの紹介や保健師等

による継続的な相談支援を行ってお

ります。 

 次に、企業内でのセミナーや成人

式でのギャンブル依存に対するパン

フレットの配布、小中高校生に向け

ての予防教育の充実についてでござ

います。 

 本市では、気づいてくださいここ

ろのＳＯＳと題し、企業職員のメン

タルヘルス等に関する出前講座を実

施いたしております。また、市内の

小学校では、家庭科の消費生活の授

業で、物や金銭の大切さと計画的な

使い方について、中学校では、金銭

の管理と購入に関することや自立し

た消費者としての責任ある消費行動

について学んでいるほか、中学１年

生を対象にこころのサポートブック

を、高校３年生を対象に独り立ちサ

ポートブックを配布し、高額課金等

のインターネットトラブルやＳＮＳ

の不適切な利用、ゲーム依存による

健康への悪影響等を掲載し、対策や

相談窓口の周知啓発を行っておりま

す。 

 今後もあらゆる機会を通じ、ギャ

ンブル依存症等の予防について啓発

を図ってまいります。 

○議長（小野辰夫） 後田消防長。 

○消防長（後田武）（登壇） 防

災・減災対策についてのうち、感震

ブレーカーについてお答えいたしま

す。 

 まず、木造密集市街地や津波想定

区域の火災延焼危険性が高い地域

は、何か所想定されているかにつき

ましては、市内の木造密集地区は、

延焼拡大する危険性が高い11か所を

指定しております。 

 また、津波想定区域の計画につき

ましては、策定に至っておりません

が、現在、総務省消防庁において、

津波時の浸水想定区域での活動を勘

案した消防活動計画等に関する意見

聴取会を開催し、検討が進められて

いるところでございます。今後は、

その結果を踏まえた国の動向に注視

してまいりたいと考えております。 

 次に、計画書策定につきまして

は、木造密集地区を対象として、出

動車両の選定、利用可能な水利、火

災防ぎょ戦術、消防団との連携等に

ついて計画するとともに、定期的に

現地調査を行い、それぞれの特性を

考慮した警防体制の充実、強化を図

っております。 

○議長（小野辰夫） 小澤市民環境

部危機管理監。 

○市民環境部危機管理監（小澤昇）



（登壇） 防災・減災対策について

のうち、感震ブレーカーについてお

答えをいたします。 

 まず、感震ブレーカーの普及につ

きましては、新居浜市地域防災計画

において、火災予防運動等のあらゆ

る機会を捉えて普及啓発を行うこと

としております。 

 また、消防庁から令和６年度中に

感震ブレーカーの取組を推進するた

めのモデル計画が通知されることと

なっておりますことから、国の計画

に基づき、今後本市の計画策定を進

めてまいります。 

 普及率の目標値につきましては、

国が平成27年に延焼のおそれのある

密集市街地における普及率25％を目

指すこととしておりますが、令和４

年９月時点で全国の設置率が5.2％

となっており、本市も含め、普及は

進んでいないものと考えておりま

す。 

 現在、普及啓発の取組として、防

災センターに実物を展示し、震災時

の出火防止の有効な対策の一つであ

ること等を来館者等に周知しており

ますが、今後はチラシなどを活用し

て、さらなる周知を図ってまいりま

す。 

 次に、感震ブレーカーの設置に対

する一部補助につきましては、一部

の自治体が補助制度を導入しており

ますが、高齢者世帯や低所得世帯に

限らず、通電火災による延焼の防止

には、木造住宅密集地などにおける

面的な設置が効果的であるととも

に、夜間に地震が発生した際には、

避難のために照明の確保が必要など

のデメリットもございます。このた

め、現在は導入の予定はございませ

んが、他市の状況や今年の能登半島

地震での通電火災の状況を受けての

国の動向等も注視しつつ、調査を進

めてまいります。 

 なお、通電火災の発生を防止する

ことは重要でありますことから、地

震発生後、避難所等へ避難する際に

はブレーカーを落として避難するこ

とを引き続き周知してまいります。 

 次に、災害時協力井戸登録制度に

ついてでございます。 

 災害時に飲料用以外の洗濯やトイ

レ等に使用する生活用水として、個

人や事業者の井戸を活用することは

有効な手段であると認識をしており

ます。 

 登録制度におきましては、井戸所

有者からの同意を得ることが必要で

ありますことから、まずは災害時に

断水が起きた場合には、住民の方々

に井戸を開放し、生活用水の提供に

協力していただくことができるよ

う、呼びかけを行ってまいります。 

 次に、停電時の対応についてでご

ざいます。 

 近年、気候変動や異常気象により

停電の発生する頻度が多くなってお

ります。停電は、自然災害と同様

に、いつ発生し、いつ復旧するのか

分かりません。先行きの見えない停

電は、生活に支障を来すのみなら

ず、誰しも不安に感じるものであり

ます。 

 河内議員さん御案内の四国電力送

配電株式会社のＬＩＮＥ公式アカウ

ントにつきましては、停電に関する



情報について市民の皆さんが正しい

情報を確認することができるものと

考えられますことから、本市のホー

ムページにも掲載し、広く普及を進

めてまいります。 

○議長（小野辰夫） 沢田福祉部こ

ども局長。 

○福祉部こども局長（沢田友子）

（登壇） 子育て支援についてお答

えいたします。 

 まず、子ども・子育て支援事業計

画についてでございます。 

 ニーズ調査につきましては、市内

の未就学児の保護者1,500人、小学

生の保護者500人の計2,000人を無作

為に抽出し、令和６年７月に実施い

たしました。そのうち、未就学児の

保護者738人、小学生の保護者233人

からの回答がございました。 

 どのようなニーズがあったかにつ

きましては、子供の遊び場、特に雨

の日に過ごせる場所についてのニー

ズが高く、制度や各種手当、子育て

に関する情報を知りたいという回答

も多くありました。 

 次に、本市の子育て施策の強みと

いたしましては、県内でも早い段階

で高校生の医療の無償化を実施する

など、医療にかかりやすく、安心し

て子育てできることであると考えて

おります。 

 一方、弱みといたしましては、ニ

ーズ調査において地域子育て支援拠

点等の子育て支援施設の利用希望

が、実際の利用者に比べて低くなっ

ており、子育て施設で実施している

内容等の情報が、市民の皆様に十分

に届いていないことがうかがえま

す。また、地域との交流がない保護

者は、子育てに不安を覚える割合が

多いとの結果でございました。 

 これらの課題の対策として、こど

も家庭センターや地域子育て支援拠

点施設等の充実を図り、情報発信の

取組強化だけでなく、地域で孤立す

る家庭が気軽に悩みを共有できる環

境の整備に取り組む必要があると考

えております。 

 また、次期計画の目指す方向性に

ついてでございますが、第２期計画

の点検、評価結果やニーズ調査から

課題が確認できたことから、本計画

の基本理念であります子どもがまん

なか家庭と地域を笑顔でつなぎみん

なが育つあかがねのまちの施策を継

承し、近年の法改正やこども未来戦

略などで示された事業など、新規施

策の掲載を検討し、より一層の子育

て支援の充実を図ってまいります。 

 次に、命名書の発行についてでご

ざいます。 

 出生届を提出された御家族に対

し、本市からの祝福と思い出を形に

残していただく趣旨として、新居浜

らしさを表現した命名書の発行につ

いて、導入市町の事例等を参考にし

ながら、調査研究を行ってまいりた

いと考えております。 

 次に、出産・子育て応援給付金に

ついてでございます。 

 あかがねポイントと現金給付の選

択制についてでございますが、昨年

愛媛県においてカタログギフト方式

での広域連携システムの構築が検討

されましたが、現金給付を希望する

市町が多く、見送られたという経緯



がございました。 

 また、妊娠届出時面談と赤ちゃん

訪問時に、申請や御案内をしており

ますが、現金での給付が大変助かる

とのお声が多いという現状もござい

ますことから、本事業においては、

現金給付を継続したいと考えており

ます。 

 一方で、地域通貨を利用すること

で、地域全体で妊娠や出産、子育て

を支えていくという社会機運を高め

ることにもつながりますことから、

今後地域通貨の活用についても選択

肢の一つとして考えてまいります。 

 また、本市で様々なサービスが享

受できるようなさらなる仕組みづく

りにつきましては、給付と伴走型相

談支援事業を効果的に組み合わせて

行うことにより、妊産婦や配偶者の

個々の状態に応じた支援サービスの

利用の促進や案内のほか、子育て支

援につながる地域資源の情報提供な

どに取り組むことで、妊娠、出産期

の心身の負担の軽減を図りたいと考

えております。 

 次に、新居浜市にとって愛着を持

ってもらえる名称の検討について

は、出産・子育て応援給付金は、子

ども・子育て支援法の改正により、

令和７年４月から制度化され、妊婦

のための支援給付に名称が変更され

る予定でございます。妊婦やその配

偶者に対し、切れ目のない包括的な

相談支援事業と効果的に組み合わせ

て行うこととされておりますことか

ら、まずはこの事業の浸透を図った

上で、親しみがあり、分かりやすい

愛称について考えてまいります。 

 次に、ギャンブル依存症と児童手

当についてでございます。 

 河内議員さん御指摘のとおり、児

童手当の受給者にギャンブル等の依

存症があり、受給者が養育要件を満

たしていないことが明らかであると

きは、受給者が変更できる場合があ

ります。 

 本市においては、受給者変更に関

する個別の相談の中で対応を行って

まいりましたが、今後御家族のギャ

ンブル依存等でお困りの方の目に留

まりやすいよう、市のホームページ

に掲載するなどの周知を行ってまい

ります。 

 以上で答弁を終わります。 

○議長（小野辰夫） 再質問はあり

ませんか。河内優子議員。 

○８番（河内優子）（登壇） 丁寧

な答弁ありがとうございます。 

 感震ブレーカーについて質問させ

ていただきます。 

 総務省消防庁から感震ブレーカー

の普及に関して言及がございました

が、消防本部として普及に向けたさ

らなる取組をお伺いします。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。後田消防長。 

○消防長（後田武）（登壇） 河内

議員さんの再質問にお答えいたしま

す。 

 感震ブレーカーの普及啓発につい

てでございます。 

 大規模地震発生時における火災の

発生を抑制するためにも、感震ブレ

ーカーの設置促進は大変重要である

と考えます。 

 今後におきましては、市政だより



やホームページを活用した広報に加

え、ＳＮＳ等を積極的に活用し、さ

らなる普及啓発に努めてまいりま

す。 

○議長（小野辰夫） 再質問はあり

ませんか。河内優子議員。 

○８番（河内優子）（登壇） 不登

校支援について、こども家庭庁で

は、不登校対策の新規事業を今年度

計画しているようです。こども局と

して、不登校支援についてどのよう

な取組が考えられますでしょうか、

お願いいたします。 

○議長（小野辰夫） 答弁を求めま

す。沢田福祉部こども局長。 

○福祉部こども局長（沢田友子）

（登壇） 河内議員さんの再質問に

お答えいたします。 

 現在、こども家庭センターでは、

市内の各小中高等学校を定期的に訪

問し、不登校を含めた課題を抱えて

いる子供や家庭についての情報共有

を行っており、学校やスクールソー

シャルワーカー、スクールカウンセ

ラー等と役割を分担し、その家庭と

つながり、適切な支援につながるこ

とができるよう取り組んでいるとこ

ろでございます。 

 国においては、令和７年度にモデ

ル事業を実施するというふうなこと

でございますので、このモデル事業

における好事例も参考にしてまいり

たいと考えております。 

○議長（小野辰夫） 再質問はあり

ませんか。河内優子議員。 

○８番（河内優子）（登壇） 丁寧

な答弁ありがとうございました。 

 以上で質問を終わります。ありが

とうございました。 
 


